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婚姻届と同時に住所異動す

る場合は異動後の住所を書

いてください（市外に転出す

る場合を除く）。 

※住民異動届が必要です。 

実父母、養父母の氏名を書

いてください。 

婚姻後、夫婦で新戸籍を作り

ます。希望する本籍地を書い

てください。 

なお、現在存在する地番を本

籍とすることができます。 

証人は２人必要です。成人の方

で事情を分かっておられる方。 

（婚姻当事者を除く） 

※署名は必ずフルネームで書

いてください。 

「夫の氏」の場合は夫、 

「妻の氏」の場合は妻が 

戸籍の筆頭者になります。 

日中連絡できるところを書

いてください。 

(１)住民異動届（住所異動する場合） 

(２)転出証明書（市外から転入する場合） 

(３)窓口に来られる方の本人確認のための運転免許証等身分証明※ 

(４)保険証（国民健康保険に加入している方のみ） 

届出の際に必要なもの 
 

夜間・土日・祝日に提出される場合は、あらかじめ平日に市民課及び各行政サービスセンター等に必要書類をすべて持参のうえ、事前の審査を受けてください。 

 

偽りの届出を防ぐため、戸籍の届出及び住民異動届出に来庁された方について、 

運転免許証・パスポート・マイナンバーカードなど、写真つきの公的身分証明書等の提示をいただきます。 

ただし、上記の身分証明書をお持ちでない方でも届出はできますので、窓口にお申出ください。 

 

なお、来庁されない届出人に対し、届出があったことの連絡を郵便で行います。 

                                       

届出者の本人確認にご協力を！！ 

富 山 市 役 所 市 民 課 戸 籍 係                                      

電話 076-443-2075（直通） 

 

旧姓で書いてください。 

◎押印は任意です。 

◎押印は任意です。 

届書のサイズは A3です 


